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(57)【要約】
【課題】焼結歯車の機械的耐負荷能力を改善すること。
【解決手段】歯（２）を有する焼結歯車（１）において
、歯の間にそれぞれ１つの歯基部（５）が形成されてい
る形式を採用し、また、歯基部（５）は熱機械的に後加
工された表面を有しており、表面の表面粗さは、下限０
．２μｍ及び上限２．０μｍの範囲から選択される、Ｄ
ＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　４２８７に従って測定された算術
平均粗さ値Ｒａを有するように構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯の間にそれぞれ１つの歯基部（５）が形成されている形式の歯（２）を有する焼結歯
車（１）において、該歯基部（５）が熱機械的に後加工された表面を有しており、該表面
の表面粗さが、下限０．２μｍ及び上限２．０μｍの範囲から選択される、ＤＩＮ　ＥＮ
　ＩＳＯ　４２８７に従って測定された算術平均粗さ値Ｒａを有することを特徴とする、
焼結歯車。
【請求項２】
　該歯基部（５）の表面が、下限０．５μｍ及び上限８μｍの範囲から選択される、ＤＢ
Ｎ　３１００７に従って測定された最大粗さプロフィール高さＲ３ｚを有することを特徴
とする、請求項１に記載の焼結歯車。
【請求項３】
　該歯基部（５）が表面で、歯面の表面と少なくともほぼ同じ硬さを有していることを特
徴とする、請求項１又は２に記載の焼結歯車。
【請求項４】
　該歯基部（５）の表面の残留気孔率が最大１２％であることを特徴とする、請求項１～
３のいずれか１項に記載の焼結歯車。
【請求項５】
　歯の間にそれぞれ１つの歯基部（５）が形成されている歯（２）を有する、改善された
機械的耐負荷能力を有する焼結歯車（１）を製造する方法において、該歯基部（５）の表
面の表面粗さが、下限０．２μｍ及び上限２．０μｍの範囲から選択される、ＤＩＮ　Ｅ
Ｎ　ＩＳＯ　４２８７に従って測定された算術平均粗さ値Ｒａを有するまで、該歯基部（
５）を熱機械的に後加工することを特徴する、焼結歯車（１）を製造する方法。
【請求項６】
　下限５０及び上限１５０の範囲から選択される粒度を有する研削材によって、該熱機械
的後加工を行うことを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯の間にそれぞれ１つの歯基部が形成されている歯を有する焼結歯車、並び
に、改善された機械的耐負荷能力を有する焼結歯車を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の溶融冶金法を介して製造される構成部分は、とりわけ粉末冶金により製造された
構成部分がより複雑なジオメトリでより容易に製造可能であることから、このような粉末
冶金により製造された構成部分によってますます頻繁に取って代われる。しかしながら、
製造に起因して、焼結構成部分は付加的な加工を施さなければ、このような焼結構成部分
の残留多孔性により機械強度が低下する。一方では、このような残留多孔性が、例えば潤
滑性システム内で使用される焼結構成部分のために望まれ、このような場合には、孔は潤
滑剤のためのリザーバとして利用することができる。機械的耐負荷能力を改良するために
、例えば半径方向の加圧又は圧延により歯車を表面圧縮することによってこのような残留
多孔性を低減するように、従来技術においてもすでに極めて種々様々な方法が記載された
。しかし従来は、機械的耐負荷能力を高めるためには表面硬化又は表面圧縮によって歯面
処理することが中心であり、もしくは、機械的特性を改善するために歯の根元領域の硬さ
が故意に低減された。
【０００３】
　例えば特許文献１には、長時間の曲げ負荷に対して申し分のない強度特性を有する、表
面加圧及び曲げが負荷された高強度の肌焼きされた歯車が記載されている。このために、
曲げ負荷されたゾーン、すなわち歯の根元部分は、歯面と比較して低い表面硬さもしくは
硬化深さを有しており、歯の根元部分内の表面硬さはほぼ４８～５８ＨＲｃの限度内にあ
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る。このような歯車を製造するために、これらの歯車は、先ずそれ自体周知の方法に従っ
て肌焼きされ、そして硬化後に、歯の根元の硬化層の一部が再び、それも歯の根元からア
クティブな歯面プロフィールへの硬さ値のできる限り均一な移行を保ちながら、例えば研
削によって除去される。
【０００４】
　特許文献２から、少なくとも歯面に関して硬化及び／又は高調質された歯車の歯の根元
の強度を高める方法が公知であり、このような歯車の場合、歯面からそれぞれ隣接する歯
基部への移行領域に丸みが付けられている。丸みを付けられた移行部の微細な構造は、歯
の長手方向の延びに対して横方向に向けられた表面加工、例えば研削及び／又は研磨によ
って形成される。これにより加工筋は、これらが歯に対する力作用方向の平面内にあり、
そしてこの力作用方向に対してもはや垂直には位置しないように、歯の長手方向に対して
横方向に延びることになる。これにより歯の根元領域内の切り欠き感度は低減され、そし
て歯車の負荷容量は高められる。
【０００５】
　特許文献３から公知である方法の場合、歯車の歯の根元の研削亀裂を回避するために、
歯基部、及び歯基部と歯面と対する接続溝を研削し、場合によっては研磨する。
【０００６】
　特許文献４には最終的に、歯面の部分ロール研削と関連して、同時に研削によって歯基
部を加工する方法が記載されている。
【０００７】
　焼結歯車の場合、上記特許文献１に記載されているように、表面硬さを低減しないため
に、もしくは「潤滑剤ポケット」として歯の根元領域内の孔を利用可能にするためにも、
歯基部のこのような後加工は今まで行われなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　０３　７７９号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第２５　５６　１７０号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１１　７９　０８１号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第２９　３４　４１３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、焼結歯車の機械的耐負荷能力を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題は、本発明による焼結歯車において、歯基部が熱機械的に後加工された表面
を有しており、表面の表面粗さが、下限０．２μｍ及び上限２．０μｍの範囲から選択さ
れる、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　４２８７に従って測定された算術平均粗さ値Ｒａを有する
ことによって、並びに、歯基部がこのような表面粗さを有するまで焼結歯車の歯基部を熱
機械的に後加工する、焼結歯車の製造方法によって、解決される。驚くべきことに、歯基
部の熱機械的後処理が、研削亀裂を回避することにより歯の破断強度を改善できるだけで
なく、特に加工面の冷却が十分でない場合、歯基部のこのような表面における熱機械的後
加工によって、応力が誘導され、これによりこの領域内の固有応力プロフィール、ひいて
は焼結歯車の機械的耐負荷能力を高めることができることが確認された。強度は、後加工
されていない焼結歯車と比較して、最大２０％だけ上昇する。これにより、圧力固有応力
が誘導されることに基づいて、中実材料の強度に近い強度を得ることができ、特に充実鋼
歯車と焼結材料から成る歯車との隔たりは、現在の２０％低い機械強度から、１０％まで
に低減することができる。つまり本発明による焼結歯車によって、中実歯車の強度に匹敵
する強度が達成され、これによりこのような焼結歯車の利用幅を広くすることができる。
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十分でない冷却時の熱機械的後加工によって、同時に塑性機械的な縁層強化が達成され、
これにより、これらの縁層内の気孔率を減少させることもできる。つまりこれにより、付
加的な表面圧縮を達成することができ、もしくは、表面圧縮が熱機械的後加工の前に既に
行われているのではない場合には、全体的に表面圧縮を行うことができる。さらに、この
ような後加工によって、歯のジオメトリの精度を高めることができ、これにより、互いに
噛み合う歯車の遊びを低減することができ、ひいてはこのような駆動装置は、改善された
音響特性、すなわち僅かな騒音レベルを有することができる。「冷間強化」によって、こ
のような表面領域における温度負荷が比較的小さいので、再結晶化現象が発生することが
なく、ひいては、応力低下も生じないことも有利である。さらに、この方法によって、こ
のような焼結歯車の製造方法をより低廉に実施することができる。それというのも、今ま
で普通に行われているこのような表面のブラスティングを省くことができるからである。
同時に、このような後加工によって、歯面の圧延工程に由来する金属薄片が低減される。
さらに、これにより同時に、表面上の場合によっては脆弱な硬質層を除去することもでき
る。
【００１１】
　表面粗さは特にまた、下限０．６μｍ及び上限１．２μｍの範囲から選択される、ＤＩ
Ｎ　ＥＮ　ＩＳＯ　４２８７に従って測定された算術平均粗さ値Ｒａを有する。
【００１２】
　機械強度を高くするために、そして音響値をさらに改善するために、焼結歯車の歯基部
の表面が、下限０．５μｍ及び上限８μｍの範囲から選択される、ＤＢＮ　３１００７に
従って測定された最大粗さプロフィール高さＲ３ｚを有すると有利である。
【００１３】
　特に、歯基部の表面は、下限１μｍ及び上限５μｍの範囲から選択される、ＤＢＮ　３
１００７に従って測定された最大粗さプロフィール高さＲ３ｚを有する。
【００１４】
　耐負荷能力のために、そして焼結歯車の耐容寿命を長くするために、歯基部が表面で、
これに続く歯面の表面、もしくはこれに続く、歯面への移行部の丸み付け部分の表面と少
なくともほぼ同じ硬さを有していても有利である。
【００１５】
　さらに、焼結歯車の１実施態様によれば、歯基部の表面の残留気孔率が最大１２％であ
る。驚くべきことに、このような僅かな残留気孔率が、本発明による焼結歯車を備えた歯
車駆動装置の潤滑をなおも十分に支援するので、これにより達成される改善された機械的
耐負荷能力との関連において、すなわち焼結歯車の強度との関連において、歯車の耐容寿
命をさらに改善できることが判った。
【００１６】
　本発明による方法の１実施態様において、下限５０及び上限１５０の範囲から選択され
た粒度を有する研削材によって、熱機械的後加工が行われる。特に、このような範囲から
選択された研削材粒度を用いると、誘導される固有応力がさらに高められることを確認す
ることができた。
【００１７】
　この場合、下限７０及び上限１１０の範囲から選択される粒度、もしくは９０の粒度を
有する研削材によって後加工が行われると有利である。
【００１８】
　本発明のよりよい理解のため、以下の図面により本発明をより詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】焼結歯車の歯列領域を示す概略的な部分図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　念のため述べておくが、種々異なるものとして記載される実施態様において、同一部分
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には同一参照符号もしくは同一構成部分符号を付与する。説明全体に含まれる開示内容は
、同一参照符号もしくは同一構成部分符号を有する同一部分に、意味に即して転用するこ
とができる。また、説明において選択された位置の記述、例えば上、下、側方などは、直
接に説明され図示された図面に関するものであり、そして位置が変化したときには、新し
い位置に意味に即して転用することができる。さらに、図示され説明された種々異なる実
施例の個々の特徴又は特徴の組み合わせも、それ自体独立した、本発明の、又は本発明に
よる解決手段であり得る。
【００２１】
　当該記述における値範囲に関する全ての数値は、これらの任意の、及び全ての部分範囲
を一緒に含むように理解されるべきである。例えば、数値１～１０は、下限値１及び上限
値１０から出発する全ての部分範囲が一緒に含まれるように、すなわち、全ての部分領域
が下限値１以上で始まり、そして上限値１０以下で終わる、例えば１～１．７、又は３．
２～８．１、又は５．５～１０であるように理解されるべきである。
【００２２】
　図１は、焼結歯車１の部分図を示している。この焼結歯車１は、焼結歯車１の外周にわ
たって分配された歯２を有している。
【００２３】
　本発明の意味における焼結歯車は、焼結材料から製造された歯車を意味する。このため
の材料としては、特にアルミニウム、鉄、銅、マグネシウム、チタン、並びにこれらの合
金が挙げられる。このような焼結金属合金の例は、ＤＩＮ　Ｖ　３０　９１０第４部、３
頁から明らかである。特に、元素銅、ニッケル、マンガン、クロム、ケイ素、モリブデン
、バナジウムのうちの少なくとも１つを含有する焼結鋼が使用される。さらに、このよう
な焼結鋼は、最大０．６５重量％程度の炭素を含有することができる。例えば、次の組成
を有する焼結鋼を使用することができる：炭素０．２重量％、マグネシウム＜０．１重量
％、モリブデン０．８５重量％、残余は、製造に起因する不純物を含む鉄、又は炭素０．
３重量％、クロム１．５重量％、モリブデン０．２５重量％、残余は、製造に起因する不
純物を含む鉄。
【００２４】
　これらの粉末には、焼結構成部分のための加工助剤、例えば硫化マンガンを添加するこ
とができる。
【００２５】
　組成に対する記述全体は、完成した合金を基準にしている。
【００２６】
　このような合金粉末を製造するために、個々の金属を互いに混合することができ、また
既に前合金化された粉末を使用することも可能である。
【００２７】
　当業者には焼結構成部分の原則的な製造は周知なので、ここでは関連文献を参照された
い。特に焼結構成部分の製造は、場合によっては添加剤及び助剤、例えば滑剤もしくは潤
滑剤との粉末の混合、粉末圧縮による未加工品の形成、未加工品の焼結、場合によっては
焼結済構成部分の較正及び／又は後圧縮、という方法工程を含む。同様に、製造は、この
ような構成部分の焼き入れもしくは焼き戻しを含むこともできる。
【００２８】
　周知の通り、歯２はそれぞれ１つの左側及び右側の歯面３、４、並びに、歯面に続いて
設けられた歯基部５を有している。両歯面３、４は好ましくは研削されている。
【００２９】
　本発明によれば、今や、歯基部５は、特に研削及び／又はホーニングによって、熱機械
的に後加工される。研削又はホーニングはこの場合、焼結歯車１の軸方向において実施さ
れる。これにより、歯基部５の領域内の焼結歯車の表面粗さは、上記構成に相当する算術
平均粗さ値Ｒａを有するように達成される。有利には、歯基部５の領域内の最大粗さプロ
フィール高さＲ３ｚは、上記範囲から選択される。
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【００３０】
　両歯面３、４も、算術平均粗さ値、並びに場合によっては粗さプロフィール高さに関す
るこのような値を有することができる。
【００３１】
　図１から明らかなように、歯面３、４の領域内の歯の表面から歯基部５の表面への移行
領域におけるエッジが焼結歯車１の半径方向において破断されていてよく、これにより、
焼結歯車１の耐負荷能力を高めることができ、特に、別の噛み合い歯車に対する係合が容
易になる。
【００３２】
　本発明の試験中に下記の実験を行った。
【実施例】
【００３３】
実施例１
　本発明による焼結歯車１の製造のために、下記組成の合金粉末を使用した：
【００３４】
　炭素０．２重量％、マグネシウム＜０．１重量％、モリブデン０．８５重量％、残余は
、製造に起因する不純物を含む鉄。
【００３５】
　この合金粉末を、７００ＭＰａの圧力でプレスすることにより未加工品を形成し、続い
て、１１００℃～１３５０℃の温度で焼結した。その後、焼結歯車１を母型を貫通するよ
うにプレスすることにより、焼結歯車１の較正を行った。
【００３６】
　貫通プレスの代りに、母型内への導入方向に構成部分を母型から突き出すこともできる
。
【００３７】
　このように製造された焼結歯車１は、約６．９ｇ／ｃｍ3のコア密度、及び７．４ｇ／
ｃｍ3を上回る表面密度を有した。
【００３８】
　念のため述べておくと、圧縮されていない材料が加工される場合には、焼結歯車１全体
は少なくともほぼコア密度を有することが可能である。
【００３９】
　表面圧縮、すなわち較正、及び場合によっては熱化学処理もしくは硬化に続いて、歯面
３、４並びに歯基部５を粒度９０の研削材で研削した。
【００４０】
　パルセータ試験によって、このような焼結歯車１において、歯の根元の強度が８７０Ｍ
Ｐａであると測定することができた。
【００４１】
　これと比較して、歯基部５の研削を含まない点を除いて同じ方法工程を含む焼結歯車を
製造した。この比較歯車はパルセータ試験において、７００ＭＰａ～７５０ＭＰａの歯の
根元の強度を示した。
【００４２】
　これと比較して、中実鋼から成る歯車、つまり溶融冶金により製造された歯車は、９２
０ＭＰａの歯の根元の強度を有した。
【００４３】
実施例２
　実施例１と同様に焼結歯車１を製造した。この場合、歯面３、４及び歯基部５の表面が
ほぼ同じ硬さを有することに留意した。この硬さは６５０ＨＶ０．１～８７０ＨＶ０．１
であった。パルセータ試験は、実施例１に記載したものと同じ関係をもたらした。
【００４４】
　実施例１に基づく焼結歯車１も実施例２に基づく焼結歯車１も、歯面３、４及び歯基部
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５の表面領域において、最大１２％の残留気孔率を有した。特に、実施例１の残留気孔率
は５．１％であり、実施例２の残留気孔率は４．５％であった。
【００４５】
実施例３
　実質的に実施例１を繰り返した。この場合、歯基部５の表面の、ＤＢＮ　３１００７に
従って測定された最大粗さプロフィール高さＲ３ｚが４．２μｍとなるように、粒度９０
の研削材を使用した。パルセータ試験は、実施例１に記載したものと同じ関係をもたらし
た。
【００４６】
さらなる実施例
　実施例１を複数回繰り返した。この場合、表面粗さを０．２μｍから３．０μｍまでの
限度で、そして最大粗さプロフィール高さを０．３μｍから１５μｍまでの限度で変化さ
せた。ここでは、特別の機械的な耐負荷能力がＲａに関しては０．２μｍから２．０μｍ
までの限度で、そしてＲ３ｚに関しては０．５μｍから８μｍまでの限度でもたらされる
ことが確認された。
【００４７】
　強度増大の他に、本発明の方法の場合、これに伴い、製造に由来する歯列誤差を少なく
とも大部分補償することもできるという副次的な効果が生じる。
【００４８】
　熱機械的後加工によって、下限１０℃及び上限２５０℃の範囲から選択される表面の温
度負荷が行われる。特に、加工面、つまり歯基部５及び／又は歯面３、４の不十分な冷却
とともに、もしくは冷却なしにこの方法が行われる。
【００４９】
　この実施例は、焼結歯車１の１つの可能な実施態様を示す。ここでは、本発明は具体的
に示された実施態様に限定されることはなく、むしろ他の実施態様、例えば斜歯歯列、傘
歯歯列、平歯歯列なども可能であり、このような変更は、この技術分野で活動する当業者
の能力範囲内で、本発明による技術的行為のための教示内容に基づいて可能であることに
留意されたい。つまり、上記実施態様の個々の詳細を組み合わせることにより可能になる
考えられ得る全体的な実施態様も、権利範囲に含まれる。
【００５０】
　規則上最後に述べておくが、焼結歯車１の構造をより良く理解するために、焼結歯車は
部分的に一定の尺度でなく、且つ／又は拡大し、且つ／又は縮小して示した。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　焼結歯車
　２　　歯
　３　　歯面
　４　　歯面
　５　　歯基部
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